
東彼杵町中小企業燃料費等高騰対策支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第 1条 この要綱は、原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受ける町内の事業者等を支援す

るため、予算の範囲内において、東彼杵町中小企業燃料費等高騰対策支援事業補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付することについて、東彼杵町補助金等交付規則（平成 16年規則第 22号）の規定によるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2条 この要綱において「事業者等」とは、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第 2条第 1項

に規定する中小企業者又は事業を行う個人をいう。 

（補助対象者） 

第 3条 この補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 

（1） 令和 6年 4月 1日以降、個人事業主にあっては町内に住所を有し（居住地のみも可）、法人にあっ

ては町内に事業所を有する事業者であり、別表１に掲げる業種を営むこと。 

（2） 令和 6 年 4 月 1 日以前に開業していること。ただし、営業実態があり、以後においても事業を継

続する意思があること。 

（3） 令和 6年分の税務申告を行っていること。 

（4） 町税等（個人町民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健

康保険税をいう。）を滞納していないこと。 

（5） 補助対象経費について、他の公的制度に基づく補助金等を受けていないこと。 

（6） 事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。 

（1） 東彼杵町暴力団排除条例（平成 24年条例第 35号）第 2条第 2号に規定する暴力団員又は暴力団

員等が関与している事業者等 

（2） 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業者等 

（補助対象経費） 

第 4条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者がその業務を行う上で

令和 7年 7月 1日から令和 7年 12月 31日までに支払いを行った燃料費（ガソリン代、灯油代、軽油代、

重油代に限る。以下同じ。）及び令和 7 年 7 月 1 日から令和 7 年 12 月 31 日までに検針した光熱費（電

気代及びガス代に限る。以下同じ。）の合計額とする。 

2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。 

（補助金の額） 

第 5 条 補助金の額は、補助対象経費に 2 分の 1 を乗じて得た額（その額に千円未満の端数がある場合

は、その端数を切り捨てた額）又は 10万円のいずれか低い額とする。 



 

（補助金の交付申請） 

第 6条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、東彼杵町中小企業燃料費等高騰

対策支援事業補助金交付申請書（様式第 1号）に必要書類を添付して、令和 8年 3月 27日までに町長に

提出しなければならない。 

（交付及び交付額の決定） 

第 7条 町長は前条による申請があった場合は、その内容を審査し、給付の可否を決定する。 

2 町長は前項の審査により、給付の決定を行った場合は、申請者に対し速やかに給付金を交付する。な

おこの場合、申請者に給付金の振込を行うことをもって交付決定通知を行ったものとする。また審査の

結果、給付を行わない場合は、東彼杵町中小企業燃料費等高騰対策支援事業補助金支給却下通知書（様式

第 3号）により通知する。 

（補助金の請求） 

第 8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、速やかに東彼杵町中小企業燃料費等高騰対策支援事業

補助金請求書（様式第 2号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第 9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付

を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部

の返還を命ずるものとする。 

（関係書類の保存） 

第 10 条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後 5 年を経過するま

での間、関係書類を保存しなければならない。 

（その他） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ この告示は、令和 8 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付を受けた

者における第 9条及び第 10条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。 

別表１（第３条関係） 

支給対象となる業種 

支給対象となる業種

中小企業基本法上の

類型 

日本標準産業分類上の分類（令和 5年 7月改定） 

①卸売業 大分類Ⅰ（卸売業、小売業）のうち卸売業 



②小売業 大分類Ⅰ（卸売業、小売業）のうち小売業 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 

中分類 76（飲食店）、中分類 77（持ち帰り・配達飲食サービス業） 

③サービス業 大分類Ｇ（情報通信業）のうち 

中分類 38（放送業）、中分類 39（情報サービス業）、 

小分類 411（映像情報制作・配給業）、小分類 412（音声情報制作業）、小分類

416（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業） 

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち 

小分類 693（駐車場業）、中分類 70（物品賃貸業） 

大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業） 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち中分類 75（宿泊業） 

大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業）※小分類 791（旅行業）除く 

大分類Ｏ（教育、学習支援業） 

大分類Ｐ（医療、福祉） 

大分類Ｑ（複合サービス事業） 

大分類Ｒ（サービス業〈他に分類されないもの〉） 

④製造業、建設業、運

輸業、その他業種（①

～③を除く） 

大分類Ｂ（漁業） 

大分類Ｃ（鉱業、採石業、砂利採取業） 

大分類Ｄ（建設業） 

大分類Ｅ（製造業） 

大分類Ｆ（電気・ガス・熱供給・水道業） 

大分類Ｇ（情報通信業）※③業種を除く 

大分類Ｈ（運輸業、郵便業） 

大分類Ｊ（金融業、保険業） 

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）※③業種を除く 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）※③業種を除く 

大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業）のうち小分類 791（旅行業） 

 


